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足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について 

 

 

足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、労働安全衛生規則（昭和

47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」という。）で定める墜落防止措置に加えて、足

場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱（平成 24 年２月９日付け基安発 0209 第

２号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」の別紙。平成

27 年５月 10 日最終改正。以下「旧要綱」という。）に基づき、その徹底を図ってきた

ところである。 

今般、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」に

おいて取りまとめられた報告書（令和４年 10 月）を踏まえ、令和５年３月 14 日に労働

安全衛生規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 22 号。以下「改正安衛

則」という。）が公布され、令和５年 10 月１日から順次施行されることに合わせて、

旧要綱についても別紙のとおり改正した。 

足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、安衛則で定められている墜落防止措

置が適切に実施されていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要で

あるが、労働災害の一層の防止を図るためには、組立・解体時の最上層からの墜落防止

措置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業時に墜落防止措置として取り組む

ことが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、足場が小規模な場合も含めた足場

の組立図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力

向上や、足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚等の、管理面や教育面の対策を

進めていく必要がある。特に足場の点検については、改正安衛則により、点検者自らが

点検者であるという認識を持ち、責任を持って点検ができるよう対策を強化したところ

であり、足場の組立て等作業主任者であって足場の組立て等作業主任者能力向上教育を

受講している者等、一定の能力を有する者が実施することが適切である。 

ついては、事業場等に対する集団指導や個別指導等の際はもとより、計画届の受理時、

労働者死傷病報告の受理時等あらゆる機会を活用して、別紙の新たな要綱の内容につい



て指導を行うことにより、足場からの墜落・転落による労働災害の一層の防止に遺漏な

きを期されたい。 

 なお、関係事業者団体には別添のとおり要請していることを申し添える。 
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足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の改正について（案） 

 

日頃から、労働安全衛生行政の推進に格段の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上 

げます。 

さて、足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、労働安全衛生規則（昭

和 47 年労働省令第 32号。以下「安衛則」という。）で定める墜落防止措置に加えて、

足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱（平成 24 年２月９日付け基安発 0209

第２号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定について」の別紙。平

成 27 年５月 10日最終改正。以下「旧要綱」という。）に基づき、その徹底を図ってき

たところです。 

今般、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」に

おいて取りまとめられた報告書（令和４年 10 月）を踏まえ、令和５年３月 14 日に労働

安全衛生規則の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 22 号。以下「改正安衛

則」という。）が公布され、令和５年 10 月１日から順次施行されることに合わせて、

旧要綱についても別紙のとおり改正しました。 

足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、安衛則で定められている墜落防止措

置が適切に実施されていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要で

すが、労働災害の一層の防止を図るためには、組立・解体時の最上層からの墜落防止措

置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業時に墜落防止措置として取り組むこ

とが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、足場が小規模な場合も含めた足場の

組立図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向

上や、足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚等の、管理面や教育面の対策を進

めていく必要があります。特に足場の点検については、改正安衛則により、点検者自ら

が点検者であるという認識を持ち、責任を持って点検ができるよう対策を強化したとこ

ろであり、足場の組立て等作業主任者であって足場の組立て等作業主任者能力向上教育

を受講している者等、一定の能力を有する者が実施することが適切です。 

つきましては、貴団体の会員事業場等に対し、改正省令とともに別紙の新たな要綱に

ついても周知していただき、足場からの墜落・転落災害防止対策の徹底を図っていただ

きますようお願い申し上げます。 

別添 



（別記団体） 

 

１ 建設業関係団体 

一般社団法人全国建設業協会 

一般社団法人日本建設業連合会 

一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会 

一般社団法人建設産業専門団体連合会 

一般社団法人住宅生産団体連合会 

 

２ 足場メーカー・リース業関係団体 

一般社団法人仮設工業会 

全国仮設安全事業協同組合 

一般社団法人軽仮設リース業協会 

 

３ 造船業関係団体 

一般社団法人日本造船工業会 

一般社団法人日本中小型造船工業会 

一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会 

 

４ 労働災害防止団体 

中央労働災害防止協会 

建設業労働災害防止協会 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

林業・木材製造業労働災害防止協会 

港湾貨物運送事業労働災害防止協会 

 

５ 安全衛生教育機関 

一般社団法人全国登録教習機関協会 

 


